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はしがき

昭和35年の労働経済は,33年後半以来の好況を背景に雇用は前年にひきつづき大幅に増加し,賃金も上昇テ
ンポを高めるなど一段と改善の度を強めた。34年,35年の労働経済の改善は,雇用の増加や賃金上昇の程度
でみると経済成長率や生産の拡大率とならんで欧米諸国よりかなり大きい(第1図)。と同時に,この改善と
平行して,従来欧米諸国に比して後進的といわれていたわが国労働経済の構造にも近代化の進展が各分野
でかなり明らかになりはじめた。

労働経済のこのような改善や変化が,世界的にみてもその類例に乏しいといわれる高率な経済成長や,この
数年急速に進んでいる産業構造の変化,産業の近代化を背景にしていることはいうまでもないところであ
る。しかし反面,この最近の変化の過程で,国民経済的にも,企業内においても従来経済的な問題としては比
較的受動的な地位にあつた労働問題が次第に重要度をまし,国民経済や企業の今後の発展を左右する基本
的な要素に変つてきつつあることも見逃せない点である。この二,三年強まっている若年層や技能者等を
中心とする労働力の入手難や中小企業における初任給の顕著な上昇,最近のサービス料金等の上昇などは
わが国労働経済の構造的変化のあらわれであると同時に,これらの問題をどう処理してゆくかが,今後の産
業や企業の発展を左右する重要な要素になりつつある。

第1図 生産,雇用,賃金の対前年上昇率の国際比較
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一方それと同時に構造的変化が明確になるにしたがつて,その変化過程で過渡的に起つてくる問題につい
ても,その性格が次第に明らかになりつつあり,これに対する対策も必要になつてきているように思われ
る。

このような意味で,本年の分析においては,35年の労働経済の改善の程度や特徴を明らかにするとともに,最
近起りつつある労働経済の構造的変化の内容やその過程で起る過渡的問題,その見通しなどについてでき
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るだけ明らかにするように努めた。

以下,まず35年の労働経済の特徴から順次のべることにしよう。
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1   35年労働経済の特徴

35年には,前年につづき労働経済の改善が進んだが,その特徴的な内容としてはつぎの3点があげられる。
第1は大,中企業を中心とする雇用増加が34年につづき大きかつたこと,第2は労働力需給の改善が一層進
み,新規学卒や技能者などについては不足現象がさらに強まつたこと,第3は賃金上昇率が一層大きくなり,
とくに中小企業における上昇が著しかつたことである。

ただ,賃金や収入の伸びが強まつた反面,消費者物価ががなり大幅に上昇しその影響も少なくなかつた。

これら35年の労働経済の特徴的な点について以下にのべてみよう。 
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1)   雇用増加の規模

35年には経済規模の顕著な拡大にともなつて雇用の増加は大幅であつた。毎月勤労統計調査によると,雇
用の35年年間の増加率は11.4％で,34年よりやや小さかつたが,前回の好況期である31年を上回る大きな伸
びを示した(第2図)。

第2図 雇用増加率

35年の雇用の増加はとくに上期に大きかつた。季節性をのぞいて上下期別の増加率をみると,上期が年率
約13％,下期が年率約9％で,上期の増加率は過去の好況期のなかではもつとも高く,逆に下期の増加率はか
なり小さくなつている。つまり35年には雇用の増加が上期に著しく集中したことが特徴的であつたとい
えよう。上期の著しい雇用増加は,主として新規学卒の大量入職によるものである。34年には,景気の先行
き見通し不安からとくに金属機械関係を中心とする大企業が学卒の採用について慎重な態度をとつてい
たが,好況の持続が明確になるにしたがつて,これらの大企業が学卒の大量採用に踏み切つたことが35年の
上期の大幅な雇用増加の主因であつた。それ以外に技術革新の進展にともなつて,長期的に雇用需要が新
規学卒に集中する傾向にあることも影響している。下期の雇用の伸びなやみはこのような新規学卒の大
量採用の反動であると同時に,中小企業部門を中心として適格労働力の入手難が強まつたことも作用した
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と思われる。

産業別には,製造業がひきつづき雇用増加の中心であつた。製造業の増加率は13.5％であって34年の伸び
より小さいが,製造業における増加が全体の増加の中で占める割合は約6割5分で,34年と大差がない。製造
業のなかでは機械開係産業の伸びが34年を上回つてもつとも高く,機械関係産業の雇用の増加が全体の雇
用増加のなかでしめる割合も,34年の2.5割から35年の3割に高まつた。機械関係産業のなかでは,電気機器
の伸びがもつとも高かつたが,テレビ生産の伸び悩みなどを反映して前年より伸び率は若干鈍化した。

一方,一般機械,輸送用機器では,設備投資の拡大による機械受注の増加,自動車産業の急速な発展を反映し
て増勢は強まつている。

機械産業以外の製造業諸産業も,35年には概して前年につづいて堅調な増加を示したが,ただ衣服,家具,ゴ
ム,皮革等の比較的中小企業の比重の高い消費財産業の伸び悩みがめだつた。また製造業以外では,建設業
が16％と増加が大きく,それについで卸売小売業が14％の伸びを示している。なお鉱業は石炭を中心にひ
きつづき雇用が減少している。
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2)   大,中企業雇用の増加

雇用の増加の内容をみると,前年につづき大,中企業における増加が大きかつた。規模別の雇用増加率を失
業保険の被保険者数を用いて製造業について比較すると,31,32年の好況期では零細企業を除き規模別増加
率に大差がなかつたが,今次好況期では規模が大きいほど増加率が高く,なかでも大企業の伸びが著しかつ
た。反面,小,零細企業では伸びがかなり小さくなつている(第3図)。また製造業以外でも卸売小売業やサー
ビス業では大企業の伸びがある程度強まり,小,零細企業の伸びは34年や前回好況期に比べかなり小さくな
つている。雇用増加が集中した上期にはとくに大,中企業における増加が著しく,34年や31年,32年の好況
期の増加率を大幅に上回つている。また35年3月の学卒者の就職状況をみても,大,中企業への就職割合は
これまでになく高まり,反面小,零細企業への就職割合は小さくなつている。大,中企業における雇用増加が
大きかつたのは,今次好況の中心が機械関係産業等の比較的大企業の多い分野であり,鉄鋼,輸送用機器,電
気機器等の大,中企業で雇用増加が著しかつたからである。また小,零細企業の伸びが小さいのは衣服,家
具,皮革などの比較的小企業の多い消費財産業分野の雇用の増加が鈍化しているためであり,その原因とし
ては,労働力需給が一層緊張の度を強めているため,学卒など企業の希望する労働力を入手することがます
ます難しくなつていることも相当ひびいていると判断される。

第3図 規模別雇用増加率
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このように34年,35年と大,中企業における雇用増加の比重が高まつていることは,雇用の質的な改善が進
んでいることをある程度あらわしている。

わが国では企業の大小によつて賃金その他の労働条件に著しい開きがあり,大,中企業における雇用の増加
は,労働条件が高い分野の雇用が増加することを意味しているからである。

ただ,この2年間の大,中企業の雇用増加のかなりの部分が臨時工であつたことは留意されなければならな
い。従来大中企業では労働者中に占める臨時工の割合が一貫して高まつていたが,35年もその傾向には変
りはなかつた。しかし35年には前年に比べると臨時工の増勢がかなり鈍化し,製造業の大企業についてみ
ると,雇用増加のなかで占める臨時工の割合は,34年の約5割から35年には約2割に落ちてきている。これ
は,大工業地帯を中心として臨時工の募集難が強まり,従来のような形態では臨時工の採用や確保が次第に
困難になつてきていることを示していると思われる。最近では臨時工のなかで長期勤続の者が次第に増
加する傾向もあつて,一部に臨時工の本工への登用機会の拡大や賃金の改善の動きがあらわれはじめ,臨時
工制度の再検討の兆候がみえだしている。

なお,性別の雇用動向についてみると,34年や31年では女子の雇用の伸びは男子より大きかつたが,35年で
は男女の伸びが同じになつている。製造業でみると,34年では男子15％増に対し女子17％増であつた
が,35年では男女とも14％増である。これは女子雇用の比率が大きい繊維や電気機器の雇用増加が34年よ
り小さかつたことが主な原因である。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和35年 労働経済の分析



  

第1部    総 論
1   35年労働経済の特徴
(2)   労働力需給の改善と「求人難」の進展
1)   労働力需給の改善

35年の労働市場は34年より一層の改善を示した。求人数に対する求職者数の倍率は,35年は1.4倍で戦後
の最低であり,34年や前回の好況期に比べると著しく低くなつた。とくに雇用需要が活溌であつた上期に
は前年の1.9倍から1.2倍に低下し,全体としては求職と求人がほぼバランスする傾向さえみせた。また,求
職者の就職率も19.2％とこれまでの最高値を示している(第4図)。

労働力需給の顕著な改善の主因は,求人数が34年にひきつづいて大幅な増加をみせたことにあつたが,加え
て求職者数が34年下期につづいて減少傾向を持続したことも一つの要因となつた。求人数の増加は,34年
には24％と大きかつたが,35年には30％増とさらに増勢が強まつた。このような求人増加の大部分は製造
業求人の増加でしめられ,新規求人でみると,34年では全体の増加の6割を製造業が占めていたが,35年には
それが7割に高まつている。

第4図 殺到率,就職率の推移
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一方,求職者についてみると,34年では5％の減少であつたが,35年には11％と減少の幅が大きくなつた。と
くに35年では失業保険金受給中の求職者以外の層の減少がめだつている。34年の求職者の減少の大部分
は失業保険金受給中の者によつて占められていたが,35年にはそれ以外の者も12％と大幅な減少をみせて
いる。これは,好況の持続による就職機会の増大や中小企業等における賃金の改善あるいは一般的な所得
水準の向上などで,職業安定機関にあらわれる転職希望者や新規の就業希望者が少なくなつてきたためで
ある。労働力調査臨時調査によつて,転職希望者,追加就業希望者,新就業希望者のうちでも就業の緊急度が
高くいわゆる不完全就業的色彩が強いと考えられる者についてみると,35年3月では合計173万人であつて,
前年同月に比べ約70万人の減少であり,改善が顕著となつている。
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2)   学卒,技能工等の需給の一層の緊張

労働力需給バランスの改善が進む過程で,企業における適格労働力の充足難は中小企業を中心として一層
強まつた。これは,求人の充足率が34年の34％から35年には26％と,これまでの最低におちたことにもあ
らわれている。

需給の緊張が激しく労働力の入手難が強かつたのはとくに新規学卒や技能者ないし技術者に関してであ
る。

新規学卒の需給状況からみると,求職者に対する求人の倍率は,中学卒では34年の1.2倍から35年には1.9倍
と求人超過の幅が大きくなり,高校卒についても35年には1.3倍とはじめて求人数が求職者数を上回つた。
中学卒の場合には卒業者が減少したこともひびいてはいるが,しかしこの求人超過の主な原因は新規学卒
に対する需要が非常に増大していることにある。

なお36年3月卒についても,36年3月現在で中学2.8倍,高校1.7倍と35年の倍率を大幅に上回り,需給の緊張
が一層強まつている。

この結果,学卒の入手難が強まり,求人の充足率は中学卒で34年の64％から35年には44％へ下り,また高校
卒でも60％から53％に低下している。学卒の充足難はとくに小,零細企業で著しく,零細企業では一部にお
ける縁故採用を除くと学卒採用はきわめて困難になつてきたとみられる。35年の中学卒の規模別就職状
況をみると,100人以上の規模の事業所への就職者数は前年より増加しているが,14人以下ないし15～99人
規模の事業所への就職者数は,それぞれ4割,1割5分の大幅な減少を示し,学卒の採用が極度に困難であつた
ことをあらわしている。

技能者の需給状況も緊張を加えている。労働省が行つた技能労働力需給状況調査によれば,35年2月にお
ける技能者の不足数は81万,不足率15％に達し,さらに36年2月では110万を超えるとみられる。不足がと
くに激しいのは好況の中心部門となつている金属機械産業や建設業である。それと関連して職種別では,
機械工,仕上工,板金工,金属プレス工,左官等の不足がめだつている。また東京都の職種別需給状況をみて
も,34年下期以降技能職種の殺到率は低下傾向をつづけている(第1表)。

第1表 職種別殺到率
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このような状況のため,35年には技能労働者を中心とする経験者の引抜きないし転職がかなり強まつた。
労働異動調査によつて,製造業に入職した男子本工の入職前の経歴をみると,製造業,建設業など第2次産業
からの有経験者の占める割合が大規模事業所を中心に高まつており,需給の緊張を契機にして技能工や経
験工の一層有利な就業分野への移動が活溌化したことをあらわしている。

なお技術者の不足も一層強まつている。技術者の場合は,その給源が主として数少ない大学の理工学科卒
業者に限られるため,大企業においてさえその充足が容易でない状況がみられる。日経連の35年の調査に
よれば,主要会社約800社のうち大学工学科卒業者を完全に充足できた会社数は全体の6割にすぎず,また採
用意図を持ちながら一人も採用できなかった会社が1割におよんでいる。学卒技術者の充足がこのように
容易でないため,その引抜き現象は技能工の場合より一層強かつたとみられる。
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以上のように,学卒や技能工などについてはその不足が強まつてきたが,他面無技能者や中高年令層などに
ついては需給バランスの改善は立ち遅れ,また地域別にみても改善の程度になおかなり差がある。

まず若年層や技能者以外の層の需給についてみると,35年には好況の影響がこれらの層にもいくらか波及
したあとがみられる。東京や大阪等の大都市地域では一般事務や守衛等の無技能職種や中高年令層の殺
到率がある程度低下し,就職率に若干の上昇が認められる。これは若年労働力の不足にともなつて採用上
の年令制限の緩和がいくらかおこなわれるなどの形で,好況の影響がある程度これらの層にも及んだこと
を物語つている。また,学卒を除く一般の殺到率は,34年では2.3倍で前回の好況期に比べあまり差異がみ
られなかったが,35年になると1.7倍に低下し,その就職率も34年の15％から35年には17％へとわずかなが
ら上昇し,中高年令層などの一般求職者への好況の影響をある程度あらわしている。

しかし,現在のところその改善の程度はわずかで,中高年令層の就職条件を改善することは,今後に残された
問題である。35年10月の年令別求職求人就職調査によつて,男子について年令別の需給状況を40才未満と
以上とに大別すると,その殺到率は前者1.4倍,後者7.0倍,就職率は前者21％,後者8％とその間の断層が大き
い。

つぎに地域別の動向をみると,大工業地帯以外の地域でも殺到率が低下傾向をみせており,地方においても
労働力需給の改善が進んでいることをあらわしている。それにともない地方でも地場産業では学卒など
企業の希望する労働力の充足が次第に困難になりはじめている。しかし地域別の改善の程度や需給バラ
ンスの水準自体にはいぜん大きい差異が残されている。

第2表 地域別殺到率
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たとえば,大工業都府県を除いて比較してみると,工業地帯周辺にあたる関東,中部,近畿における殺到率の
低下に比べればそれ以外の地域の低下は小さい。また殺到率の水準でも関東,中部,近畿では0.8～1.3倍だ
が,中国,四国,東北は1.7～2.4倍というように大差がある(第2表)。
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第1部    総 論
1   35年労働経済の特徴
(3)   賃金水準の上昇
1)   賃金の上昇と家計の改善

35年の賃金の上昇はかなり大きく,また勤労者家計の改善も一段と進んだ。

35年の賃金上昇率は6.9％であつて,34年を上回つた。前回好況期の31年に比べると35年の上昇率はやや
小さいが,しかし雇用の増加は35年の方が大きく,それによる平均賃金の引下げ作用も35年の方が強いこと
を考慮に入れると,35年の上昇率は31年に匹敵すると判断される(第5図)。ただ実質賃金についてみると,
後述のように35年には消費者物価が3.7％とかなり上昇したため,その伸びは3.1％にとどまり,34年の5.0％
よりも小さかつた。

第5図 賃金上昇率

産業別にみるとほとんどの産業で上昇率が前年より高かつたが,なかでも製造業,建設業が8％のもつとも
大きい上昇率を示している。それについでは運輸通信業が高く7％強の増加となつている。若年層などの
雇用増加による平均賃金の引下げ作用を除いて判断すると,製造業のなかでもっとも上昇率が高かつたの
は好況の中心部門である機械関係産業であつた。そのほか繊維や石油石炭製品も特別給与では伸びが前
年より小さいが,定期給与では機械関係産業に劣らぬ増勢を示している。また衣服,家具,皮革等の中小企業
の比重の大きい産業の賃金も一部に特別給与の伸び悩みがみられたが,定期給与では以上の産業についで
高い上昇率を示している。

賃金上昇が強まったのにはつぎの三点が考えられる。その第1は35年には昇給やベースアップの金額が大
きくなり,またそれを実施した企業も増加したことである。賃上げに対する好況の影響は35年春の賃金改
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訂交渉以降にかなりあらわれはじめた。主要労組の賃上額をみると,35年には前年を5～600円程度上回る
場合が多く,36年春では35年に対し1,000～1,500円増とさらに増勢が強まっている。また毎月勤労統計で
みても昇給やベースアップを実施した事業所が35年には増加している。35年にはこのように昇給やベー
スアップによる賃金引上げが大きくなつた反面,所定外労働時間の延長による超過勤務給の増加が少なか
つたため,賃金上昇の内容は前年にくらべ基準内給与中心に変ってきた。毎月勤労統計により製造業の定
期給与のうち基準内給与に相当するものを試算してみると,34年には定期給与増加額の約6割が基準内給
与の増加であつたのが,35年には8割に高まつている。特別給与を含めた賃金総額の増加のなかでも基準
内給与の比重は34年の4割から35年には5割に上昇している。これは35年の賃金が,その上昇が大きかつた
ことに加えて,上昇内容においても,前年に比べるとより安定的な要素を強めたことを示しているといえよ
う。

第2は特別給与の増加である。好況の影響による特別給与の増加はすでに34年にあらわれていたが,企業
収益の増加がつづいたため35年にはその増勢が一層強まつた。特別給与の増加率は34年に12％,35年には
16％へと上昇している。このため,34年では賃金増加の3割強が特別給与の増加であつたが,35年にはそれ
が4割程度に高まつている。

第3には労働力需給の緊張が賃金上昇を強めたことがある。その中心は初任給の上昇,とくに中小企業の若
年層の賃金上昇にあつたが,これについては後にのべる。

賃金上昇率が高まるとともに,勤労者家計の改善も進んだ。都市勤労者家計では,実収入増加率は34年の約
6％から35年には約11％に高まり,また消費支出も6％から9％に伸びが大きくなつている。一方家計収支
のバランスを示す黒字率も34年の12.9％から35年には13.7％に上昇を示している。また消費の内容では
電気器具などの普及や衣類の多様化,質の改善などを反映して光熱費,被服費の伸びがめだつて大きかつ
た。なお家具什器を中心に住居費の伸びは31年以降大幅であつたが,35年では伸び幅は前年の半分程度に
落ちた。これはテレビ等の耐久消費財購入が高所得層を中心に一巡したことの影響が強かつたためであ
る。
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2)   中小企業の賃金上昇

35年には中小企業の賃金の上昇がとくに著しかつた。製造業でみると,大企業の上昇率は新規学卒の入職
増加の影響もあつて34年よりやや低かつたが,中小企業では増勢が一層強まり,とくに100人未満の小企業
でそれがめだっている(第6図)。31年,32年の前回の好況期には大企業ほど上昇が大きかったのに比べる
と,この最近の状況は著しい対照をなしている。

第6図 規模別賃金上昇率

中小企業の賃金上昇の内容では,基準内給与と特別給与の増加が顕著であつた。基準内給与の伸びは小企
業ほど高く,また昇給,ベースアップの実施事業所数も小企業ほど増加が多くなつている。

さらに特別給与についても,前年にひきつづいて小企業ほど増加率が大きく,大企業の増加率が前年とあま
り変らないのに対し,中小企業では前年を上回る増勢を示した。なお従来中小企業では夏季,年末等に賞与
を支給しない事業所がかなりあつたが,それが次第に少なくなつていることも注目される。

このような中小企業の賃金の著しい上昇の要因としては,まず好況の影響によつて中小企業でも企業の収
益性や支払能力が改善されたことが強くひびいていると考えられる。しかしこういつた好況の間接的影
響とは別に,最近の労働市場の緊張が,この分野の賃金上昇に相当影響していることがある。

これはとくに学卒初任給の大幅な上昇の面に強くあらわれている。

35年の学卒初任給の上昇は,中小企業分野でとくにめだつた。製造業の中学卒男子の上昇率をみると,大企
業は11％であるが,中企業は15％,小企業は17％であつて,中小企業の上昇率が大きかつた(第7図)。同じよ
うな傾向は女子についても認められる。さらに36年3月卒についてみても,学卒の需給が一層緊張してい
ることから,このような初任給の強い上昇基調が持続されたと推定される。

第7図 規模別初任給上昇率
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初任給の増加とならんで若年労働者の賃金の改善傾向がめだちはじめている。賃金構造基本調査によつ
て中小企業の年令別賃金上昇率をみると,34年では上昇率に年令別差異はあまりみられなかつたが,35年で
は30才位までの上昇率がとくに高い。これは学卒初任給の改訂に対する在籍者の賃金調整などの形で,初
任給増加の影響が波及したことを示すものといえよう。

中小企業における著しい賃金上昇によつて,34年からはじまった規模別平均賃金格差縮小の傾向は,35年に
もひきつがれ,しかもそのテンポは34年よりやや強まつている。これには,さきにのべたように大企業の平
均賃金の上昇が雇用増加の影響による引下げ作用でやや低かつたことも考慮する必要があるが,しかし主
な要因は中小企業の賃金上昇が強まつたことにあつたといえる。

なお,中小企業労働者に加えて臨時工や日雇層などの低賃金分野でも最近賃金上昇がある程度強まつてお
り,これが低所得層の家計改善をもたらしている。これまで長期的にみると,低所得層の家計面の改善は高
所得層に比べておくれでいた。しかし34年以降は低所得層の収入や消費の伸びが大きくなる傾向があら
われだしている。35年について所得階層別の実収入の増加をみると,高所得層の伸びも大きいが,一方低所
得層でも世帯主収入の増大を主因にして中所得層をかなり上回る伸びがみられる。このため従来拡大を
つづけていた所得格差が,34年ないし35年には拡大のテンポにやや鈍りをみせてきた。消費支出について
も同様な傾向がみられ,とくに耐久消費財を中心とする家具什器については消費の増加が低所得層に波及
する傾向が強まつている。
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3)   消費者物価の上昇とその影響

以上のように35年には賃金や家計収入の増勢が顕著であつたが,その反面消費者物画の上昇が大きく,それ
による影響も少なくなかつた。

消費者物価は30年から34年までは年率1％程度の上昇であつたが,34年秋以降上昇傾向がつづいたため,35
年平均では3.7％とこれまでに比べるとかなり大幅な上昇となつた。

この上昇には穀類以外の食料物価が大幅に上昇したことがもつとも影響を与えている。なかでも野菜の
10.1％,食肉の16.2％の上昇などが大きかつたが,これには天候不順などによる需給の一時的乱れが大きな
原因となつている。その結果,30～34年では年率0.6％の上昇にすぎなかつた穀類以外の食料物価が,35年
には6.1％の上昇となり,35年の消費者物価総合の上昇の半分以上がこれによつて生じている。そのほかで
は,修養娯楽費や教育費を中心に雑費が2.9％上昇し,これが物価全体の上昇の2割分を占め,住居費も家賃地
代が一貫して上昇していることなどのために5.6％の上昇で,全体の上昇の1割を占めている。しかし住居
費,雑費については,長期的にも上昇基調にあり,35年の上昇率も30～34年の平均と大差がなく,上昇がとく
に強まつたわけではない。したがつて,35年の物価上昇の主因は需給のアンバランスによる食料費の急騰
によるところが大きかつたといえる。ただ35年の特徴としては,賃金上昇にともなう人件費の増大が,サー
ビス料金や小企業の加工食品等の価格の上昇をひきおこす傾向が強まりはじめたことがあるが,これにつ
いては後述することにする。

このような物価上昇が家計面に与えた影響についてみると,前述のように35年には消費支出の伸びが前年
より著しく大きかつたが,物価上昇によつてその4割分が吸収されたため,実質消費の伸びでは34年をやや
上回る程度にとどまつている。すなわち勤労者の消費水準としては,34年が5.1％増であるが,35年では
5.5％増である。費目別には,価格上昇が大きかつた食料費では,名目消費増加分の6割程度までが物価上昇
に吸収されている。また所得階層別に物価上昇の家計に対する影響をみると,高所得層でも低所得層でも
全体としてはあまり差異がみられない。ただ費目別にみると影響はかなり異つている。消費支出を食費
や家賃地代等の緊要度の高い費目と修養娯楽や被服等の緊要度が低い費目に分けてみると,低所得層では
消費者物価全体の上昇の半分が前者の費目で生じているが,高所得層ではそれが3割強と比較的小さく,高
所得層にとつては影響が大きいのは後者の費目であり,物価上昇全体の約4割がその費目で生じている。
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2   雇用の増加と雇用構造の変化

35年を中心とする労働経済の特徴点は以上のべたとおりであるが,つぎに,最近の雇用や賃金の面にあらわ
れている特徴点や構造的変化の側面を,やや長期的な観点にたつて解明してみよう。最初に,最近の好況過
程でとくに変化のいちじるしい雇用構造についてその実態や変化の要因を検討しよう。
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2   雇用の増加と雇用構造の変化
(1)   雇用増加の背景と性格

上述のように,最近における雇用の増加は著しく,その増加の内容についても,以前と異つた傾向の進展がみ
られた。このような雇用の動きについて,34年,35年を中心とする今回の好況過程の特徴をあげるとほぼつ
ぎの諸点が指摘できよう。

第1は,30年以降の顕著な雇用労働者の増勢が,最近ますますつよまつてきたことである。30人以上の事業
所に働く労働者数は,26年の512万,29年の544万から32年には708万,さらに35年には939万と30年ごろを
境に急テンポに増加している。33年から35年にかけての増加の幅は,増加率では31年,32年の好況期と大
差がないとしても,絶対数でははるかに前回を上回つている。

このような大幅な雇用増加は,30年以降急激に活溌化した設備投資需要と耐久消費財需要の波及効果によ
るところが大きい。すなわちこれらの需要の増加は,金属機械産業の生産水準を著しく高めるとともに,関
連部門の生産と雇用を大きく増加させ,その過程で国民の所得水準も顕著に向上した。そのため,消費財生
産部門や流通部門の活動が一そう刺戟され,国民経済の規模の拡大と雇用量の飛躍的な増加が達成された
のである。とくに34年から35年にかけては,設備投資の増勢がーだんとつよまり,雇用増加の中心は第3表
のようにますます金属機械産業を中心とする製造業や建設業にうつる傾向がつよまつてきた。

他方,農業を中心とする業主,家族従業者等の自営業就業者は,減少ないし停滞の度合をこれまで以上につよ
めたため,就業者中にしめる雇用労働者の比重も,最近急速に高まつている。

第2に,最近の雇用増加は,絶対量として大きいだけでなく,生産増加との相対関係でみてもかなり大きな点
が注目される。たとえば,生産が同じ1割上昇した場合に増加した労働者数は,26～28年には13万人,29～
31年には17万人,33～35年には25万人(推計)と次第に増えてきている。これは,生産規模の拡大,雇用水準
の上昇にともなつて追加を必要とされる雇用の絶対量が増加してきたことと,生産増加に対する雇用増加
の割合(いわゆる限界雇用係数)が,つぎのように低下していない結果である。最近の雇用増加の中心部門
である製造業について,戦後の好況期における増加出荷額と増加雇用量の関係をみると,増加出荷額100万
円当りの増加常用労働者数は26～28年には0.25人,29～31年には0.27人で,この間にほとんど変化がなく,
また33～35年を推計してみても,少なくともそれが低下している気配はない。

第3表 増加労働者の産業別構成比
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以上のように限界雇用係数が低下しない理由としては,最近生産増加の中心をなしている金属機械産業,と
くに機械産業では,限界雇用係数がかなり高いために,個々の産業では技術革新にともなつて労働生産性が
向上しているにもかかわらず,その比重の増大が製造業全体の限界雇用係数の低下をくいとめる要因とな
つていることをあげることができよう。機械関係産業の限界雇用係数が,他の産業にくらべ一部の消費財
産業とならんで全般的に高いのは第4表のとおりである。

第4表 産業別の限界雇用係数と生産および雇用増加の産業別構成比

なおそのほかに,最近急増しつつある設備投資のなかで大きな比重を占めている新規拡張投資(法人企業投
資予測統計調査によれば,設備投資の7割ないし8割が新規拡張投資である)が,直接的な雇用増大効果をさ
しあたり大きくしている点も見のがせない。新規拡張投資の場合には,工場の新設や設備の増設に附随し
て現場労務者のみでなく,管理,事務部門でもある程度の人員増加が避けられないし,また設備投資の生産力
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化,完全操業化前に労働者の養成,訓練等をおこなう必要があり,ある期間生産と直接関連のない予備労働力
をかかえこまなければならなくなる場合が少なくない。とくに拡張投資の中心である大企業では,新規採
用の主体が学卒にあるため,学卒期にまとめて必要人員を確保しておく傾向があり,これらが当面の投資の
雇用効果を過渡的に大きくする原因になつているとおもわれる。

第3は,最近,大,中企業とくに大企業における労働者の増加傾向がめだつてきたことである。31～32年の神
武景気当時にも,製造業では中企業労働者の増勢がつよまり,他方零細企業労働者は減少を示しはじめてい
た。しかし,最近の特徴は,小,零細企業の雇用の減少ないし伸び悩み傾向がーそう顕著になるとともに,大
企業の雇用の増勢がめだちはじめ,しかもその現象が,製造業のみでなく,卸売小売業,サービス業等の分野
にも拡がつてきたことである。

大,中企業で増加した労働者が,全体の増加労働者中に占める割合は,失業保険統計によれば,第5表のように,
前回の好況期の49％から今回の好況期には58％に高まつている。これを東京都について産業別にみても
第6表のように,金属機械等大企業性産業の発展の影響の大きい製造業のみでなく,建設業,卸売小売業など
でも,大,中企業労働者は急速な増加傾向を示していることがわかる。なかでも卸売小売業では,29～32年
には全体の増加分の10％に足りなかつた大,中企業労働者の増加が,32～35年には47％という大きな割合
を占めるにいたつた。

第5表 増加労働者の規模別構成比

一方,従業者4人以下の零細企業従業者は,前述したように製造業で減少傾向がつよまると同時に,それ以外
の産業でも減少しはじめた。また,5～29人の小企業でも従業者の伸び悩みがめだつてきた。

第6表 主要産業における増加労働者の規模別構成比
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これらの現象は,産業近代化の過程で,大,中企業が増加する条件が急速に熟しつつある反面,小,零細企業は,
産業の最低規模の上昇や労働力不足を契機として,停滞ないし減少しはじめたことを示している。

なお,以上のような雇用増加の規模別の変化とならんで,大企業と小企業の労働者の質的構成にも最近若干
の変化があらわれだしたのが注目される。それは,大,中企業では若年層の増加がめだつているのに対して,
小企業では若年層の比重が低下してきていることである。賃金構造基本調査によれば,33年から35年にか
けて,大,中企業では増加した労働者の6割ないし7割が25才未満の若年層であるのに対し,小企業では増加
した労働者の大部分が,25才以上の層でしめられている(第7表)。もつとも小企業の若年層の比重は,大企
業にくらべてなおかなり高い。しかし,33年以前には,大企業では労働者の高年令化が,小企業では若年令化
が進んでいたのに対して,大企業の学卒の大量採用にもとづく小零細企業の学卒その他若年層の入手難を
つうじて,労働者構成の面でも,大企業と小企業に従来とは対照的な動きがめだちはじめている。小企業で
は最近,勤続年数の短かい中高年令の女子の比重が高まりつつあり,これは若年層のあなうめとして,これら
の労働者層への需要が増大しつつあることを示しているとおもわれる。

第7表 増加労働者の年令別構成比
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2   雇用の増加と雇用構造の変化
(2)   雇用構造近代化のプロセス

以上のように大,中企業を中心とするこれまでにない大幅な労働者の増加をつうじて,小,零細企業労働者が
減少ないし停滞しはじめ,その結果,大,中企業労働者の比重の増大,いいかえれば雇用構造の変化が促進さ
れつつあるが,つぎに,このような雇用構造の変化を促進しつつある主要な側面について述べよう。

戦後のわが国では,学卒労働力を中心とする新規労働力の供給が潤沢で,雇用需要のほとんどがそれによつ
て充足できたこと,あるいは大企業を中心とする雇用慣行が,既就業者の移動を一定の枠内―たとえば中小
企業間の移動,ないしは大企業から中小企業への移動―に限る傾向があつたことなどのために,学卒労働力
が産業のどの分野に就業するかが,雇用構造を変化させる重要なキメ手であつた。ところが,34年,35年の
好況過程では,学卒労働力の不足がめだちはじめるとともに,既就業者の移動がこれまでになく活溌化し,そ
れが雇用構造の変化を促進するもう一つの要因として注目されはじめるにいたつた。そこで,雇用構造の
変化と関連して学卒労働力の就業動向をみる前に,この既就業者の移動の内容を検討しておこう。
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2   雇用の増加と雇用構造の変化
(2)   雇用構造近代化のプロセス
1)   好況過程における上向移動の内容

雇用構造の変化を促進する要因として注目される既就業者の移動には,農業その他の自営業就業者の雇用労働者への転
化と,雇用労働者の産業間,企業間の移動がある。前者については,農業就業者の農業離脱現象をあげることができよ
う。30年以降,農業を従とする賃労働兼業農家の増加がめだちはじめていること,第8表のように経営主やあととり層の
農業から他産業への転業が増加してきたこと,在宅就職者のみならず,離村就職者の年令構成が徐々に高まる傾向にある
ことなどは,いずれもそのあらわれであるといつてよい。しかし,これらの転業者の多くは,臨時工や小,零細企業労働者
といったようなどちらかといえば不安定な分野に就職する例が多いのは第8図が示すとおりである。比較的好条件での
転職が可能なのは,若年層や近郊農村あるいは新興工業地帯周辺の農村に居住するものに限られている。

第8表 農業経営主,あととり層の転出状況

第8図 製造業に転職した農業既就業者の就職内容

昭和35年 労働経済の分析



一方これとならんで,雇用労働者の産業間,企業間の移動,とくにより就業条件のよい職場への上向移動も,かなりめだち
はじめている。たとえば労働異動調査でみると,製造業内部の労働移動は前回の好況期よりもやや活溌化しているが,な
かでも大,中企業への転職者中には,上向移動によるものが少なくないとおもわれる。雇用増加の中心になつている金属
機械産業の大企業では,この傾向がもつともつよくあらわれている。機械産業について35年10月～12月の新規入職者の
前職を調査した労働者個人別流動状況調査によれば,前職のある男子常用入職者中上向移動が実現したとみられるもの
が500人以上の企業で65％,100人～499人で46％を占めているのも,以上の傾向の一端を示すものといえよう。

第9表 新聞広告,門前募集による入職者の割合

なお募集方法についても,新聞広告等による募集の比重が大企業でも高まる傾向にあり,既就業者の採用方法が従来の縁
故中心から公募に変りつつあることを示している(第9表)。このような既就業者の公募による採用の増加は,労働者の産
業間,企業間の流動を活溌化させる一つの要因となつた。たとえば,労働異動調査によると34年,35年と労働者の自己都
合による退職比率が著しく上昇している(付属統計表第10表)が,これらはわが国の労働市場の構造が,最近の好況過程で
次第に変化する兆候をみせだしたことをあらわしているといえよう。

しかし,このような産業間,企業間の上向移動の活溌化については,現在のところ技術者や特定の技能工をのぞけば,ほと
んど若年層に限られていることもみのがせない点である。とくに労働市場における移動が若年層にかたよつているこ
とを示すものとしては,35年中に製造業の大,中企業に就職した学卒以外の常用男子のなかで,大企業では25才未満のも
のが69％,30才未満が86％,中企業ではそれらがそれぞれ57％,77％を占めていることをあげることができる。アメリカ
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と比較した第9図によつても,わが国のこの特徴はあきらかである。以上の点から,雇用労働市場内部の上向移動の傾向
は,臨時工や若年層を中心としてややめだちはじめたばかりで,既就業者の移動は雇用構造の変化を促進する要素として
は現在のところその比重はなお低いと考えられる。

第9図 男子入職者の年令別構成比
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2)   学卒就業分野の変化

以上のように既就業者の移動が,雇用構造の変化―とくに大,中企業労働者の比重の増大―を促進する要因
として重要でないとすると,学卒労働力の動向は,いぜんとして雇用構造を変化させる主因であるといつて
よいであろう。学卒労働力の過去の就業分野の変遷をみると,農業から工業へ,軽工業から重工業へという
ように経済の発展の段階に応じてその重点を移してきている。このような変化をすでに述べた雇用構造
の変化と対応させてみると,学卒就業分野の最近の変化はつぎのような特徴をもつている。第1は金属機械
等発展産業ないし大,中企業への学卒の就職が大幅に増加していることであり,第2はその反面として学卒
の農業その他の自営業や停滞産業ないし小,零細企業への就業が減少していることである。まず第1の点か
らみてゆこう。

すでに31,32年の神武景気のころにも,金属機械関係を中心とする大,中企業への学卒の就職はいちじるし
く増加していた。ところが,最近の好況過程やその傾向は一層つよまつている。製造業の学卒の規模別就
職者数(中学,高校計)をみると,第10表のように,32年には500人以上ないし100～499人規模への就職数が
23万であつたが,35年には35万に激増している。金属機械産業についてみても,32年の16万から35年には
21万へと増加が大きい。また,学卒就職者中大,中企業に就職したものの割合は32年の37％から35年には
51％に,金属機械産業のしめる割合は25％から30％に高まつている。つまり,学卒の就業分野は金属機械産
業を中心とする大,中企業へますます集中してきているといえよう。この傾向はとくに中学卒業者の場合
にいちじるしい。

第10表 規模別にみた学卒就職状況

反面,学卒の農業その他の自営業への就業,小,零細企業への就職は,最近減少がめだつている。農業への学
卒就職の減少は,すでに28年ころからあらわれはじめていたが,30年以降はその減少の度合がつよまつてい
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る。中学,高校を合わせると,学卒の農業への就業は28年の28万から32年には22万におち,35年には12万に
激減している。また,製造業や卸売小売業,サービス業などの零細企業への就職は,31,32年以降はほとんど
増加をみせていなかつたが,35年には明らかに減少に転じている。製造業の内部でも衣服,木材,家具,印刷
等の小,零細企業の比重の高い産業では,同様な傾向がみられる。このような小,零細企業への学卒就職の減
少には,この部門でとくに要求される中学卒業者が35年に減少したことも影響しているが,大,中企業の学卒
需要の増大の影響で,学卒求人の多くが未充足に終った結果であるとみてよいであろう。

以上のような学卒就業分野の最近におけるいちじるしい変化は,わが国の雇用構造の変化を積極的に促進
しつつある。それはとくに農業その他の自営業部門や小,零細企業部門に深刻な影響を及ぼしている。前
述した農業就業者の最近の減少には,学卒就業の減少により就業者の減耗補充がおこなわれないことが主
因となつており,それは農業労働力の構成が,最近ますます老令化しつつある面にもあらわれている。小,零
細企業部門についても,学卒採用が困難化することによる影響は,労働力構成の悪化や,労働者数の減少とな
つてあらわれつつある。最近における学卒就業分野のいちじるしい変化は,大,中企業の雇用増加の主要因
であると同時に,小,零細企業の雇用停滞ないし減少をもたらし,わが国の雇用構造の変化を積極的に促進し
つつあるといえよう。

以上のような雇用構造の変化を促進しつつある小,零細企業の雇用の停滞あるいは減少は,今後もつづく可
能性がつよい。なぜなら,小,零細企業における学卒需要の中心である中卒労働力については,将来もその不
足が緩和する見とおしがあまりないからである。ここ数年間の中卒労働力の需給を予測してみると,つぎ
のような点が指摘できる。

まず供給面については,37年以降の数カ年は中学卒業者が激増する時期に当つている。しかし,最近顕著に
なつてきた進学率の上昇傾向は今後もつづくと思われるので,労働市場にあらわれる中卒労働力の数は,そ
れほど大幅に増加することにはならない。所得倍増計画の基礎資料によれば,中卒就職希望者数は,中卒絶
対数がもつとも多くなる38年には,89万と推計されているが,この数値は,過去において中卒就職者数が最
高を記録した32年をやや上回るにすぎない(第11表)。

第11表 中卒就職者数および就職希望者数

一方需要の側については,1)最近顕著な雇用需要の学卒集中傾向が今後もつづくと思われること,2)経済成
長や生産拡大率が若干鈍化しても,前述のように経済規模が大きくなつているため年年追加を必要とされ
る学卒労働力の量は,かえつて増加する可能性があること,3)所得倍増計画によれば雇用吸収力の高い機械
産業はひきつづき発展すると予想されることなどから,経済の成長基調が今後も維持されるならば,機械産
業部門を中心として学卒需要は将来も着実に増加すると思われる。

ここ数年来の中卒労働力の需給関係は,第10図のように,次第に求人超過傾向をつよめてきているが,この傾
向は,すでに述べた中卒需給の見とおしからして,今後もあまり緩和されないであろう。その過程で,学卒労
働力の大,中企業への集中と小,零細企業の求人難がつづき,雇用構造の変化が促進されることになろう。
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第10図 中卒労働力需給状況

もっとも,以上のような雇用構造の変化を促進しつつある大,中企業における学卒需要の増加は,設備投資の
急テンポな増加を主因とする高率な経済成長におうところが少なくない。そのため設備投資の減退,景気
後退がおこれば,大,中企業の学卒需要が減少する可能性もつよい。したがつて,雇用構造の改善という点か
らいつても,経済の安定的な成果がのぞまれる。
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急速な経済成長や生産の大幅拡大を背景として賃金は最近順調な上昇傾向をつづけている。30年から35
年にいたる5年間の賃金の上昇率は約30％で,この間の上昇率は年率5％強に達している。終戦時から
27,28年ごろにいたるインフレ期ないし賃金の戦前水準回復期に毎年10％を超える賃金上昇があつたのに
比較すると,その上昇テンポはやや低いが,国際的にみると,最近のわが国の賃金上昇率はかなり高い地位に
ある。同時期の賃金上昇率がわが国にほぼひとしいのは西独のみで,アメリカ,イギリス等の諸国はそれよ
り低い。しかもすでにのべたように,賃金の上昇要因についても,昇給やベースアップ等の本格的な引上げ
要因がその比重を高めつつある。このような傾向は成長過程にあらわれた労働市場や賃金の構造的変化
とも関連するもので,経済の高い成長や生産の大幅な拡大がつづく限り,今後一層強まつてくると思われ
る。と同時に,最近注目される賃金をめぐる諸問題のなかには,このような賃金水準それ自体の動向となら
んで,賃金の上昇が経済発展や生産力の上昇に対して相対的に立ち遅れているのではないかという問題,賃
金上昇の過程でわが国の賃金の分布や構造に変化が起りつつあるという問題がある。前者は主として経
済発展や生産性向上の成果の配分の問題として,国民経済的な視点からも,また企業内における労使の配分
問題の視点からも最近注目されつつある問題である。そこでまず賃金と経済発展の関連性の問題を,製造
業における賃金と労働生産性の動向を中心として解明してみよう。 
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3   賃金上昇と賃金構造の変化
(1)   労働生産性と賃金
1)   製造業における労働生産性と賃金

製造業における労働生産性と賃金の上昇傾向を26年以降についてみると,第11図が示すように,30年ごろま
では,両者はほぼ平行して動いてきたが,30年以降は,生産性に対する賃金上昇の遅れがめだちはじめてい
る。30年を基準とすると,35年には労働生産性の上昇率は約45％であるのに対し,賃金は35％の増加にと
どまつている。30年以前についてもとくに28年ごろまでは戦後期にひきつづいて物価が上昇基調にあっ
たので,付加価値生産性に対しては賃金上昇はやや遅れる傾向にあつた。しかし付加価値生産性に対する
賃金の上昇の遅れがめだち始めたのもやはり主に30年以降であるとみられる。

一般的にいつて,労働生産性向上の成果配分には,大別して1)製品価格の引下げ,2)賃金の引上げ,3)企業所得
の増大,の三つの方向がある。したがつて,賃金の引上げは労働生産性向上成果の配分としては一つの要素
にしかすぎない。しかし,労働生産性向上成果の配分方向の特色という面からいえば,すくなくとも30年以
降については,従来にくらべてその重点が賃金よりも価格の引下げや企業所得の増加に移りはじめたとい
つてよいであろう。

第11図 製造業の労働生産性と賃金の推移

もちろん,この時期については,後述のように鉄鋼や化学等の装置産業を中心として労働生産性の向上の過
程で固定設備や借入金が増大し,それが資本費負担を増加させた面も考慮にいれる必要がある。賃金が元
来硬直的で,景気の好転の過程ではその上昇がおくれであらわれる点も無視してはならないであろう。生
産性と賃金の関係について過去の傾向をみると,生産性と賃金の動きは,好況期に開きが大きくなり,不況期
には開きがちぢまる形を示していた。30年以降では33年の景気後退期を除くと,二度の好況過程が含まれ
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ているため,その影響で生産性と賃金の開きが大きくなつた面もある。また,ここでは製造業における生産
性と賃金を問題にしているが,国民経済全体の見地に立つと,製造業部門は元来経済発展における主導的地
位にあり,労働生産性の上昇のもつとも著しい部門だという問題もある。技術革新が進み,労働生産性の上
昇率が高いこの部門で賃金が労働生産性と平行して上昇した場合には,農業やサービス業その他労働生産
性の上昇が比較的小さい部門との間に,賃金や所得の不均衡が発生するか,国民経済全体としては賃金が労
働生産性の上昇を上回り,物価の安定が阻害されることになる。その意味で,30年以降における製造業部門
の賃金と生産性の動向が,国民経済内部での賃金や所得の不均衡の拡大を防ぐとともに,物価の安定や後述
のような価格構造の変化を促進する機能を果した点をも考慮する必要があろう。

しかし,国際的に比較してもこのような傾向は日本の特色である。第12図が示すように,米独等の各国では,
賃金上昇が生産性上昇を上回り,物価はかなりの上昇を示しているのに対し,わが国では,生産性との関係で
は賃金上昇は相対的に低く,他方物価は安定している。そしてこのように30年以降生産性の上昇に賃金の
上昇が立ち遅れていたことが,製造業を中心とする高率の経済成長を促進し,国際市場においても競争力を
強める一つの要因になつたとみられる。生産性に対する賃金のおくれは,一つには賃金コストの低下,企業
収益の増大を促す一要素となり,それは30年以降における大規模な設備投資,高率な経済成長を可能にする
条件となつた。また同時に賃金コストの低下は,物価の安定ないし引き下げを可能にし,それが産業の国際
競争力を高め,輸出の増加や国際収支の改善を可能にした面をもつていた。最近における賃金と生産性の
動向は,物価の安定と国際収支の改善を同時に達成しながらおこなわれてきた高い経済成長の結果である
と同時に,またその要因でもあったといつてよいであろう。

第12図 生産性,賃金,物価の上昇率の国際比較
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第1部    総 論
3   賃金上昇と賃金構造の変化
(1)   労働生産性と賃金
2)   産業別,規模別の相違

もつとも,以上のような賃金上昇の相対的立ち遅れ,あるいは生産性向上の成果配分の方向は,産業や規模の
大小によつてかなりことなつている。まず産業別にみるとほぼつぎの三つのタイプがみられる。第1は,比
較的生産性の上昇が低い停滞的な産業のタイプである。たとえば綿紡績業では,第13図が示すように30年
以降労働生産性の上昇は鈍く,賃金はそれとほぼみあつた上昇を示している。しかも,画格の変動をみると,
長期的に低下傾向にある。したがつて価格変動の要素を考慮した価値的生産性と賃金の関係では,賃金の
上昇が相対的に高く,このため付加価値中にしめる賃金の割合(分配率)はやや上昇する傾向にある。この
ように生産性の上昇が低く,賃金がそれとほぼ照応して上昇している産業としては,繊維,衣服,食料品,出版
印刷,皮革等があげられる(第14図)。

第13図 主要産業の労働生産性,賃金,物価の推移

これらの産業が主として中小企業の比重が高い部門であることは注目されなければならない。

第2は,比較的資本設備の大きい装置産業のタイプである。たとえば鉄鋼業では,労働生産性の上昇は第1の
タイプにくらべてかなり高い。一方賃金もかなり上昇しており,その上昇は生産性の上昇にほぼみあつて
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いる。価格は,景気変動により大きな振幅を示しているが,30年ごろと比較するとやや強含みで,このため分
配率は低下の傾向にある。このタイプに入る産業としては,鉄鋼以外に化学,紙パルプなどの産業があげら
れる。しかし,これらの産業に共通な面として指摘されなければならないのは,30年以降高度の技術革新投
資がおこなわれているため,減価償却や金融費用などの資本費負担が増大し,分配率が低下しても収益は必
ずしも増大していないことである。

この資本費負担の増大傾向を考慮にいれると,このタイプの産業では,生産性と賃金はほぼみあつた上昇を
示していたといつてよいであろう。

第14図 産業別の付加価値生産性と分配率の増減率

第3は最近発展の著しい機械産業のタイプである。たとえばそのなかの代表的業種とみなされる自動車に
ついてみると,労働生産性は,35年には30年のほぼ3倍の水準に達している。一方賃金は上昇率としては第2
のタイプの鉄鋼業などとくらべてもあまり劣らないが,生産性の上昇に比較するとかなり低位にある。価
格は漸次引き下げられているが,その程度は35年までではそれほど大きくなく,そのため分配率はかなり大
きく低下している。このタイプの産業としては,自動車以外に電気機器,一般機械等があげられる。これら
の産業でも資本費負担はやや増加する傾向にはあるが,第2のタイプの装置産業に比較するとなお労働集約
的性格が強いために,分配率の低下は主として収益の増加となつてあらわれている。30年以降における機
械産業の急速な発展を促進した要因の一つにはこのような収益の増加があつたとみられる。

第15図 製造業規模別賃金および付加価値生産性の推移
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なお,規模別の面からみると,大企業はほぼ第2,第3のタイプに類似しており,小企業は少なくとも30年以降
については第1のタイプに近いといつてよい。規模別の物的生産性の動向を示す資料は製造業全体ではえ
られないが,工業統計によつて規模別の付加価値生産性と賃金の動向をみると,大企業では賃金上昇の遅れ
がみられるが,小企業では両者はほぼ平行した動きをみせ,最近では賃金が生産性を上回る傾向さえみられ
る(第15図)。

以上のように,生産性向上の成果配分の仕方のちがいを産業別,規模別にみると,生産性の上昇に比べて賃金
上昇が相対的に立ち遅れる傾向は,主として大企業及び機械産業を中心として生じていると考えられる。
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第1部    総 論
3   賃金上昇と賃金構造の変化
(1)   労働生産性と賃金
3)   今後の動向と問題

このような30年以降における生産性と賃金の動きは,しかし今後の動向としてはある程度変化する可能性
がある。それは労働生産性の上昇テンポが従来通りにつづくとしても,賃金上昇が強まるかたちで両者の
開きがやや少なくなる可能性が今後予想されるからである。

今後賃金上昇が強まると思われる第1の要素としては,一般に企業の賃金引上げ傾向が強まると予想される
ことがある。過去の状況でみると,好況過程では賃金上昇は生産性の上昇に立ち遅れるのが通例であつ
た。今後の経済動向が,予想されているように安定的成長基調に変つてきたとしても,賃金上昇の遅れや消
費者物価の上昇を理由とする労働組合の賃上げ要求が強まり,それはここしばらくは賃金上昇を強める要
素として働らくであろう。春闘による平均妥結額をみても,34年1,339円,35年1,671円,36年3,009円とその
額は次第に増加してきている。

第2の要素としては,最近めだちはじめた中小企業を中心とする若年層賃,金の著しい上昇がある。わが国
では初任給や若年層の賃金が中高年層にくらべて相対的にかなり低位にあるため,新規若年労働力が大量
に近代産業に吸収される過程では,平均賃金の上昇はその影響で低めにあらわれてくることになる。30年
以降は製造業部門に大量の学卒労働力が吸収されてきたので,この影響はとくに強かつた。それはとくに
前述の第3のタイプである機械産業でめだっている。その典型例はテレビ生産の急速な拡大にともなって
若年女子労働者を大量に採用した電気機器産業にみられる。この産業では29年から35年にかけての平均
賃金上昇率は,6％弱にしかすぎないが,男女別年令別の労働者構成に変化がなかつたと仮定すれば,同期間
の賃金上昇率は28％程度に達するはずであつた。製造業全体についても,主として機械産業の影響をうけ
て,同様な動きがみられ,平均賃金の上昇は27％であるが,労働者構成に変化がなかつたとすると33％上昇
した計算になる。しかし,学卒労働力や若年労働者の不足現象が今後もつづくとすれば,それが平均賃金の
上昇を抑制する傾向は次第に弱まつてくるであろう。前述したように34年,35年における中小企業の賃金
の著しい上昇は,初任給および若年層の賃金の大幅上昇による影響が強かつた。大企業についても,今後初
任給の上昇,若年層を中心とする臨時工の本工への登用,その賃金の改善を通じて,その影響は漸次強まつて
くるであろう。最近の雇用増加が神武景気当時の中小企業中心のものから大企業に比重を移してきたこ
とも同じような意味で平均賃金をひき上げる要因になつているといえよう。つまり雇用や賃金の構造が
若年層を中心として次第に変化し,それが全体の賃金の上昇傾向を強める要因になつていくと考えられ
る。

労働生産性と賃金の動向は,以上のような過程を通じて今後次第に変化する可能性があるとみられる。

このような傾向の進展は,今後経済の安定的成長基調を維持するのにも好条件となると考えられる。30年
以降の経済の急速な成長が主として投資の急速な拡大を軸としていたことは周知のとおりで,この最近の
大規模な設備投資は今後次第に生産力化してくる。労働者の消費が国民全体の消費のなかでもつ比重は
次第に高まつてきているので,経済の安定成長のためにも,経済の成長に即応した賃金の着実な上昇が期待
される。

  

昭和35年 労働経済の分析



(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare
昭和35年 労働経済の分析



  

第1部    総 論
3   賃金上昇と賃金構造の変化
(2)   賃金構造の変化
1)   わが国賃金構造の特質

最近の賃金動向の特徴として注目される一つの点は,わが国の賃金構造の内部に変化の兆候があらわれて
きていることである。欧米諸国と比較して,従来わが国の賃金構造の特質と思われたものは,ほぼつぎの二
点に要約されると思われる。

その第1は,労働者の従事している産業や企業,または労働者の属性によつて,賃金に大きな差があることで
ある。これは典型的には企業規模別賃金格差および年令別賃金格差が先進諸国にくらべて非常に大きい
ところにあらわれている。35年の状態を,比較的新しい資料のえられる西ドイツと比較したものが第12
表であるが,西ドイツでは規模別に高々2割弱の格差がみられるにすぎないのに対し,わが国では規模別に
も年令別にも格差が著しく大きい。

第12表 年令別,規模別賃金格差の日・西独比較

第2は,労働者の分布が著しく低賃金層にかたよつていると同時に,その低賃金層の賃金水準が,高賃金層に
くらべて非常に低いことである。第16図は賃金階級別の労働者分布をわが国と西ドイツについて比較し
たものであるが,西ドイツの場合は賃金階級別の労働者分布が中央に集中しているのに対し,わが国の場合
は低賃金層への集中が著しい。わが国では全体の平均賃金が約1.7万円であるのに,労働者がもつとも集中

昭和35年 労働経済の分析



しているのは「8,000～10,000円」層である。この低賃金層の内容をみると,たとえば8,000円未満では中
小企業(10～999人)労働者が約85％,中小企業の若年層(25才未満)だけをとつてみると約60％を占め,中小
企業の若年層の比重が圧倒的に高い。

また労働者を賃金階級別に10等分し,上から10分の1の労働者の賃金と,下から10分の1の労働者の賃金を
比較すると,わが国の場合はアメリカや西ドイツなどにくらべ2倍以上の開きがみられる。このように最高
と最低の開きが大きいのは,先に指摘した各種の賃金格差が大きいことの集中的表現である。わが国では
一方には賃金水準がかなり高い大企業の職員層や長勤続の中高年令労働者層が存在し,他方には小零細企
業の労働者のように賃金水準の非常に低い労働者層が存在しているが,このようないわゆる賃金の二重性
が賃金の開きを非常に大きくしている原因である。

第16図 賃金階級別労働者分布の日,西独比較
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第1部    総 論
3   賃金上昇と賃金構造の変化
(2)   賃金構造の変化
2)   初任給の上昇とその影響

ところで以上のような特質をもつわが国の賃金構造を変化させる要因として,最近における初任給の大幅
上昇が注目される。そこでつぎに最近における初任給上昇の実態を明らかにし,それが他の労働者層や賃
金構造にあたえている影響についてみていこう。
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第1部    総 論
3   賃金上昇と賃金構造の変化
(2)   賃金構造の変化
2)   初任給の上昇とその影響
(イ)   初任給の上昇とその実態

最近における初任給の動きにみられる特徴としては,第1にその上昇テンポが著しく高いことがあげられ
る。労働省の初任給調査の結果によると,35年3月の新規学校卒業者の初任給水準は,全国平均で前年水準
を,中学卒の場合は15％,高校卒の場合は10％も上回つている(いずれも全産業の男子)。36年3月には,好況
の持続と学卒者の一層の減少によつて,その上昇率は更に高かつたのではないかと推定される。これを30
年以降の長期的傾向でみても製造業部門においては,この5年間に中卒初任給は5割強の上昇を示してい
る。

このような初任給水準の上昇テンポは,全体の平均賃金の上昇率と比較してはもちろんのこと,他の層の賃
金とくらべても著しく高いものである。しかも,前述の如く,近い将来に学卒労働力の需給が大幅に緩和す
るとは考えられないので,このような初任給の上昇傾向は今後もなお続くものと予想される。

初任給上昇の第2の特徴は,従来相対的に水準の低かった層で上昇率がとくに高いことである。それは,1)
規模別にみると小企業で上昇が著しいこと,2)性別にみると女子の上昇率が著しいこと,3)学歴別にみると
中学卒の上昇率が著しいこと,および4)地域別にみると相対的に水準の低かった地方の諸県で上昇が著し
いこと(第17図)等の面にあらわれている。

つまり,初任給水準は,全体として大幅な上昇を示しているだけでなく,そのなかでも従来低位にあつた層の
水準がいちじるしく高まり,初任給水準の平準化をともないながら,最低基準が急速に上昇しているという
特徴をもつている。

第17図 中卒初任給(男子)の府県別上昇率

昭和35年 労働経済の分析



  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和35年 労働経済の分析



  

第1部    総 論
3   賃金上昇と賃金構造の変化
(2)   賃金構造の変化
2)   初任給の上昇とその影響
(ロ)   初任給水準上昇の影響

このような初任給水準の上昇が,わが国の賃金構造に対して与える影響は具体的にどのようなものであろう
か。

第18図 年令別賃金上昇率

第1にあげられるのは,初任給の上昇が既就業労働者の賃金に与える影響である。現在までのところでは,こ
れは学卒労働力に代替しうると思われる若年層の賃金をかなり引き上げる効果をもたらしている。それ
は,1)初任給の上昇にともなう在籍者賃金の調整と,2)学卒の未充足分野における若年層の獲得競争の激化な
いしは確保(引き抜き防止など)の二面からもたらされている。第18図は33年から35年にかけての年令別平
均賃金の上昇率をみたものであるが,この図からも,とくに若年層の賃金が初任給上昇の影響を強くうけて
いることが明らかである。また,東京都の「中小企業におけるモデル賃金」調査などからえられる中卒採用
者の平均昇給率などを参考にしてみても,18才未満層についてはもちろんのこと,若干それよりも上の層(た
とえば22才前後の層)についても,ある程度の影響が及んでいるようにみられる(第13表)。
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第13表 中小企業における平均昇給率

なお,初圧給の上昇は,以上のような若年層の賃金ばかりでなく,賃金の最低基準の上昇という意味で,たとえ
ば全体として賃金水準の低い中小企業の女子労働者の各層や,雑役など単純労働者や日雇労働者などのいわ
ば賃金の最低線近くにいる労働者などにも影響してくると思われる。

第2は,このような初任給を含む若年層の大幅な賃金上昇が,相対的に賃金水準の低い労働者を減少させる効
果である。最初にのべたようにわが国の賃金構造の特質の一つは,低賃金層への労働者の集中度が大きく,
そのなかでは若年層が大きな割合を占めているということであつたが,これが最近かなり変化してきてい
る。たとえば,6,000円未満の労働者の割合は,中小企業の若年層を中心に33年の11％から35年には6％に減
少しているし,また,労働者のもつとも集中している賃金階級は,33年には「6,000～8,000円」層であつたの
が,35年には「8,000～10,000円」層に上昇している。このように6,000円未満層が急速に減少していること
は,1)35年4月の中卒初任給の中位数が5,910円(男子)で,6,000円に近くなつていること,および2)最初に指摘
したように,8,000円未満の労働者の大部分が中小企業の若年層であることなどから,初任給や若年層賃金の
上昇の影響を強くうけたものと考えてよいであろう。

なお,このような相対的に賃金水準の低い労働者の減少は,初任給や若年層の賃金水準の上昇によつてもた
らされていると同時に,前述のような小零細企業における雇用の停滞など,雇用構造の変化によつてもかな
り促進されている。したがつて今後初任給水準が上昇をつづけ,雇用構造の変化が継続するならばそれにと
もなつて低賃金層への労働者分布のかたよりも次第に解消されてゆくと考えられる。
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第1部    総 論
3   賃金上昇と賃金構造の変化
(2)   賃金構造の変化
3)   賃金構造変化の方向と今後の問題

以上のように初任給や若年層の賃金の上昇は,賃金水準の低い労働者層を相対的絶対的に減少させ,わが国
の賃金構造を変化させつつあるが,しかし,賃金構造の本格的変化ないしはその西欧型への接近という面か
らは,その変化はまだ端緒的なものにすぎない。

それは第1には,賃金の最高と最低の開きがそれほど変化していないことに求められる。さきに全体の労働
者を10等分し,上位と下文の10分の1のところの労働者の賃金を比較して最高と最低の開きをみたが,それ
を33年と35年についてみると,33年には5.24倍,35年には5.13倍で,この間の縮小はまだわずかである。ま
た,一般に賃金分布の分散庫を示す指標として用いられる10分位偏差係数(上述の上位と下位の10分の1の
ところの賃金の差を,中央の労働者の賃金で除した比率)は,29年から33,35年にかけて,1.70,1.84および1.85
となつていて,まだ縮小するところまでにはいたつていない。

これは,最近の若年層を中心とする低賃金層の賃金の急上昇傾向にもかかわらず,同時に他方で大企業の高
年層を中心とする高賃金層の賃金がかなり高い率で上昇しつづけていることによるものである。35年に
おける上位の10分の1のところの労働者の賃金額は約34.6千円であるが,これは大体1,000人以上の規模の
40～50才層の賃金(34.7千円)に匹敵している。このような大企業の中高年令層に代表される層の賃金が,
かなり高い率で上昇しつづけている要因としては,大企業のいわゆる年功賃金制度の影響が強いとみられ
る。

最近大企業においても,技術革新の進展にともなう労働内容の変化や労働市場の変ぼうなどを契機として
職務給,職能給の導入が活溌になつているが,なおそれは年功的賃金体系を基本的に変える段階にまではい
たつていない。

大企業ではベースアップ源資の配分や昇給の査定に当つては,なお年功や,年功を基礎とする職階が重要な
要素となつており,このため勤続年数が長く,重要な職務に昇進している者が多い中高年令層の賃金上昇が
結果として高くなる傾向がつづいている。これは,最近中小企業では年令別賃金格差が縮小しているのに
対し,大企業ではそれが一貫して拡大していることにもあらわれている。その意味で今後の賃金の上下格
差の動向は初任給や若年層の賃金とならんで,大企業の年功賃金がどのように変化するかによつても影響
されることになろう。

第19図 年令階級別にみた規模別賃金格差の推移
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第2には,賃金の格差が,とくに中高年令層においてほとんど縮小を示していないことがあげられる。前述
のごとく初任給はその大幅上昇の過程で次第に平準化する傾向にあり,また若年層全体についてもそのよ
うな現象が進みつつあると思われる。前項でのべた若年労働者の異動の活溌化の傾向は,そのような動き
を促進する要素となつている。しかし,中高年令層については,産業間や企業間の賃金の開きはなお大きく,
とくに第19図が示すように従来から大きかつた企業規模による賃金格差はほとんど縮小をみせていな
い。中小企業の賃金体系が今後どのような方向で整備されるべきかについては多くの問題があるが,昇給
制度や職務や職階に応じた賃金体系の整備が必要であることはいうまでもない。初任給や若年層の賃金
を引上げながら,賃金体系を整備し,経験者や高年層の賃金をある程度引上げてゆくためには,中小企業の低
生産性,低収益性が改善され,経営の長期的な安定性が確保されなければならない。いわゆる経済の二重構
造が解消し,中小企業が近代化されることが,中小企業の中高年令層の賃金改善を実現し,全体としての賃金
構造を近代化する基本的要素であるといえよう。
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第1部    総 論
4   近代化過程における過渡的問題
(1)   労働経済の近代化と中小企業

前述のようにわが国の賃金構造,雇用構造は,最近の経済の急速な発展,産業構造の変化の過程で,次第に近
代化の傾向をみせているが,そのような近代化が今後も摩擦なしに行われるかどうかについては,検討すべ
き面が残されている。それは,主として中小企業部門を中心として,経済の二重構造の解体や労働経済の近
代化過程で過渡的に問題が生ずることにあるといつてよいであろう。

最近のわが国経済の急速な発展を背景として中小企業の近代化を促進する条件は次第に強まつている。
その一つは,機械工業を中心として下請関連中小企業に対する親会社からの合理化,近代化の要請が強まつ
ていることである。大企業における技術革新の進展,大量生産方式の採用にともなつて,下請中小企業に対
する製品規格の統一,品質の向上,納期の厳守等の要請がここ数年強まり,これが中小企業の生産技術の改
善,近代化を促進する契機となりつつある。

一方,機械工業以外の分野でも,新製品の登場,消費需要の変化,大企業の中小企業市場への進出などによつ
て市場の競争が激化し,中小企業の近代化を促進する条件が生れつつある。

以上の条件に加えて,最近では前述のような労働力の充足難やそれを主因とする賃金の上昇が,中小企業の
近代化を一層押し進める作用を及ぼしつつある。従来わが国の中小企業は,過剰労働力を背景として低賃
金によつて低生産性をカバーすることを経営存続の一つの重要な条件としていた。しかし最近の状況は
そのような経営方法の継続を次第に不可能にしつつある。労働力の充足が困難であることは,中小企業の
存続や発展が労働力の面から脅かされはじめたことを示すものであるし,また労働力の充足や確保にあた
つて賃金を引上げる必要が強まつていることは,低賃金雇用に依存していた経営方法が改革を迫られてい
ることを示すものである。

第14表 人件費率の推移
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このような圧力の増大にともなつて,最近製造業や商業,サービス業などの中小企業で,賃金上昇が生産性の
上昇を上回る傾向さえみえ,このため中小企業の労務費コストは上昇する傾向にある(第14表)。中小企業
の賃金の上昇,労務費コストの上昇には,学卒初任給や若年層の賃金上昇とともに,従来相対的に低賃金で雇
用可能であつた新規学卒や若年層の採用が困難になつたため,やむをえず賃金の相対的に高い中高年令層
で代替する傾向があることも影響している。前述のように学卒の需給関係の緊張は今後もつづく可能性
が強いので,中小企業の労務費コスト上昇の圧力はあまり緩和は期待できない。今後の中小企業の経営に
とつては,必要労働力を確保するために賃金その他の労働条件を改善することが,資金や市場の確保となら
んで,ますます重要な条件となつてくるであろう。

35年に顕著であった初任給や若年層の賃金上昇は今後もつづくであろうし,大企業にくらべて過長な労働
時間や劣悪な労働環境を改善する必要性も一層強まつてくるであろう。このような改善を経営の近代化
や生産性の向上と平行して進めることのできる企業のみが発展をとげ,そうでないものは産業の発展から
とりのこされ縮小する傾向が進展することになる。東京都の事業所統計調査でみると,最近小零細規模事
業所の減少,ないし増勢の鈍化が注目されるが,これはこのような企業の上向縮小の過程が,小零細企業です
でに起りつつあることを示しているといえよう(第15表)。

第15表 規模別事業所増加数

と同時に,中小企業分野で労働力不足や賃金その他の労働条件改善の圧力が強まつてくるとともに,最近労
働者の生活の改善にマイナス作用を与える中小企業性商品の価格上昇や若年層と中高年令層にみるよう
な労働者内部における就業状態の改善の不均衡が強まる傾向などが部分的にあらわれはじめている。賃
金上昇が著しいことを主因として,生産性の上昇に限界がある一部の産業部門で価格の上昇が起り,それが
労働者の生活の改善に悪影響を与えている問題,中高年令層や無技能者層の就職条件や就業条件の改善が
遅れ,それらの層が近代化からとり残された就業分野に滞留したり,または顕在失業化する可能性が強まつ
ている問題等がそれである。これらの問題は,長期的には経済の成長,近代化の進展,労働経済の改善にとも
なつて漸次解消されてゆく性格のものではあるが,ここしばらくは解決を要する重要問題であると考えら
れる。以下この二つの問題についてその性格や今後の方向について解明してみることにしよう。
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4   近代化過程における過渡的問題
(2)   物価体系の変化と中小企業の近代化

35年における消費者物価上昇の内容および要因については,すでにのべたとおりである。ここでは前述の
ような観点にたって,最近の消費者物価の動向のなかにみられる問題点を明らかにしてみよう。その意味
で注目されるのはここ数年中小企業性製品や個人サービス関係の価格や料金が上昇しつつあることであ
る。
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第1部    総 論
4   近代化過程における過渡的問題
(2)   物価体系の変化と中小企業の近代化
1)   中小企業性製品価格,個人サービス料金の上昇

30年以降の消費者物価の動向のなかで注目されるのは,大企業の生産割合が高い大企業性製品の小売価格
が下落しているのに対し,中小企業の生産割合が高い中小企業性製品の価格や個人サービス関係の料金が
上昇していることである。第20図は品目別の小売価格を上記のような観点で組み替えたものであるが,35
年における大幅な上昇の影響の強い農水産物,肉類を除くと,大企業性製品であるラジオ,電気洗濯機等の耐
久消費財,バター,水産缶詰等の加工食品,医薬品,ゴム靴等の非耐久消費財の価格が下落しているのに対し,
中小企業性製品である干うどん,みそ等の加工食品,たたみ表等の非耐久消費財の価格は上昇し,また小零細
企業の多いサービス業の理髪料,入浴料,靴修繕料等の料金も騰貴している。

このような中小企業性製品価格,サービス料金の上昇には,最近における中小企業分野での賃金の著しい上
昇,労務費コストの増加の影響が強いとみられる。中小企業性産業のうち,製品価格の上昇している産業の
多くで人件費率の上昇がみられるし,サービス業についても業界資料等によれば,賃金上昇による人件費コ
スト増大への対応策として価格あるいは料金を引き上げる傾向がみられる。

第20図 主要品目別消費者価格騰落率
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しかし,これらの価格,料金の上昇を今後の物価動向と関連させて考えると,内部に若干の性格の相違がみら
れる。まず中小企業性製品の場合には,その上昇は過渡的な性格をもち,中小企業の近代化が進み,生産性が
大幅に向上すれば解消される面が強いと考えられる。中小企業性製品の価格の上昇は,生産性の向上にも
かかわらず,賃金上昇がこれを上回るという形で一時的に生じている面があり,近代化のテンポが賃金上昇
に遅れていることが原因になつている(第16表)。中小企業性製品でも,大企業の市場占拠率が拡大してい
る部門や,生産性の向上が著しい部門では,賃金上昇の影響を産業の近代化によって吸収し,価格上昇がみら
れない部門があり,これは,中小企業の近代化が進展すれば,価格も安定する可能性があることを示している
といえよう。もちろん,これらの製品価格の動きには,原材料価格や需給関係の動向も強い影響力をもつて
いるが,今後の価格の動きを決定する長期的な要素としては,産業の近代化や生産性の向上がどの程度進む
かが基本的な要因となろう。

第16表 生産性と賃金の上昇率
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一方,サービス業の場合は,製造業に比べると本来労働集約的な性格が強く,また設備の新設,拡大による生
産性の向上がほとんど期待できないので,最近おこつている料金の引上げは今後もつづく可能性が強い。
サービス業の人件費率を製造業と比較すると,前者の16.0％(34年の資本金200万円未満の企業)に対し,理
容業32.7％,美容業32.2％,クリーニング業35.3％,浴場業19.4％(いずれも厚生省調33年)と著しく高い。し
たがつて,これらの産業では賃金の上昇が直接コストの上昇を招き,料金引上げに影響する面が強いとみら
れる。またこれらの産業では,第17表にみられるように,従来賃金が他産業に比べて低かつたために,今後労
働力の確保にあたつて,賃金を急速に引上げる必要があることも今後の料金の動向に影響するであろう。
つまりサービス料金については,生産性向上に限界があるため低賃金雇用の解消過程で料金が上昇するこ
とはある程度やむを得ないと考えられる。

第17表 中学卒業者の初任給

なお,流通部門とくに小売部門についても,労働力の充足難に伴う賃金上昇が流通経費を増大させ,それが小
売価格にひびいている面がある。わが国の小売業は,個人サービス業と同様に零細経営の比重が高いうえ
に,現状では注文,配達など人手を要する面が多い。したがつて,現在のような販売形態が新しい形態(たと
えば,スーパーマーケットなど)に移行しない限り,人件費の増大を生産性の向上によつて吸収することは困
難といつてよい。今後人件費の増大がつづけば,それが経費を膨張させ小売価格の引上げを招く可能性が
あるといえよう。最近一部に小売部門単独で価格を引上げる傾向のみられるのもこうした事情を反映し
ていると考えられる。

なお,個人サービス業,小売業の場合には,零細な家族経営が多く,雇用労働への依存度は必ずしも高くはな
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いが,家族経営が支配的な場合でも,賃金所得との均衡,家族労働の公正な評価という面から価格引上げ圧力
は強まると考えてよいであろう。
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4   近代化過程における過渡的問題
(2)   物価体系の変化と中小企業の近代化
2)   物価の安定と物価体系の変化

以上のように,最近における中小企業性製品価格,サービス料金の上昇については,これらの分野における低
賃金雇用の解消過程における価格上昇という性格が強いといえる。とくにサービス料金の上昇について
は,低賃金の改善が直接価格にひびく要素が強く,賃金構造の変化が物価体系を変化させつつある面がみら
れる。わが国の価格体系については,欧米諸国に比べて,重化学工業製品が割高で,軽工業製品が割安である
ということが従来指摘されてきた。このような価格体系は,消費者価格にもあらわれており,第21図が示す
ように大企業性製品に比べ中小企業性製品,およびサービス料金が割安であるという特徴をもつている。
最近の変化は,このようなわが国の物価体系が賃金構造の変化にともない次第に欧米型に近づく兆候を示
しだしたと考えてよいであろう。

しかし,このような物価体系の変化が,もし消費者物価の急速な上昇をともなうとすれば,その労働者生活に
対する悪影響は無視できない。物価をなるべく安定させながら物価体系を変化させてゆくことが今後の
物価問題の焦点であると考えられるが,そのためには今後つぎのような諸点を考慮しなければならないで
あろう。

第1は,中小企業の近代化,生産性の向上を強力に促進し,それによつて中小企業性製品の価格安定の条件を
整備することである。このためには金融面税制面から中小企業の近代化を援助する措置が講じられねば
ならないと同時に,その生産において大企業の比重の高い原材料製品の価格の低下によつて,中小企業の収
益力を増大させることが必要である。これに関連して,下請単価に対する適正な配慮,技術指導など大企業
の中小企業に対する生産性の向上ないし近代化のための援助指導も必要とされよう。

第2は,大企業性製品の価格の低下を一層促進することである。今後耐久消費財や高級加工食品等の大企業
性製品の消費はますます増加してくると思われるので,それらの品目の値下りが促進されれば,消費者物価
全体の安定に対する影響度は大きくなるであろう。

第3は,住宅難の解決を積極的に推進して,長期的に上昇傾向にある家賃地代の騰貴をできるだけ少なくし,
その面から労働者生活への悪影響を緩和することである。また,最近上昇傾向が強い電気,ガス,運賃等の公
共料金の引上げについても,消費者物価全体の動向とにらみ合わせて一層慎重な配慮が必要である。生鮮
食料品の需給調整を強力に行うとともに,農業の生産性を向上させ,食料価格を長期的に安定させる努力も
今後一層強められねばならないであろう。

第21図 日米価格比較
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4   近代化過程における過渡的問題
(3)   中高年令層の就業問題

つぎに中高年令層の就業問題についてみよう。すでにのべたように労働市場の改善,とくに若年労働力の
不足現象が深刻になるにともなつて,中高年令層の就職条件についてもわずかではあるが改善の傾向がみ
えだしている。

しかし,現状では,若年層に比べて中高年令層の就職条件や就業条件の改善は著しく立ち遅れている。それ
はつぎのような諸点にあらわれている。

第1は,中高年令層の労働力需給がなお著しい供給過剰の状態にあり,その就職や転職が容易でないことで
ある。年令別にみた殺到率を示すと第18表のとおりで,供給過剰の状態は,男女とも40才以上の者に顕著に
みられる。

第18表 年令別殺到率

また,有効求職者のうち,その月に就職できないで,翌月へ繰越された者(繰越求職者)の割合は中高年令層ほ
ど高くなつている。失業者帰趨調査によつて,失業保険金受給資格決定者の再就職の状況をみても,離職し
てから再就業するまでの期間は中高年令層ほど長く,中高年令層の労働市揚における滞留傾向を示してい
る。

なお,地域別にみると,中高年令層の労働市場における殺到率は,雇用需要の少ない農村地域や石炭離職者の
多い福岡県で高く,住宅や移動費用の関係で移動の困難なことが,中高年令層の就職問題を一層悪化させて
いることを物語つている(第19表)。

第19表 地域別にみた年令別殺到率
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第2は,中高年令層は,再就職できたとしてもその条件が悪化することが多いことである。再就職者の前職
と現職の賃金を比較してみると,若年層が最近の好況過程で転職にともなつて賃金が上昇するケースが多
くなつているのに反し,中高年令層では依然転職後賃金の低下する者が大部分で,その状況にあまり変化が
みられない(第20表)。

また,中高年離職者のなかには,再就業にあたつて自営業主になるものがかなりみられるが,これもより有利
な雇用機会に乏しいことをある程度あらわしていると思われる。

第20表 転職にともなつて賃金が上昇した者の割合
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第3は,以上のように中高年令層はより就業条件のよい職場への移動が困難であり,またより条件の悪い就
業に転落する者が多いために,高年令層が近代化からとり残された就業分野に滞留し堆積するきざしが見
えはじめていることである。第21表にみるように,若年層では,小企業に就業している者の割合は最近かな
り減少しているのに反し,中高年令層では,ほとんど変化がみられない。しかも同じ中小企業内部において
も,前述のように若年層の賃金がかなり上昇しているのに反し,中高年令層では上昇の度合は低く,就業条件
の改善が遅れている。

第21表 年令別にみた小企業就業者の割合

以上のように中高年令層の就職条件や就業条件の改善が若年層に比べて著しく立ち遅れているのは,最近
における雇用需要の性格によるところが太きい。それは,大企業の技術革新や中小企業の一部にみられる
設備の近代化,合理化への動きによつて,作業工程が自動化されコンベア化されるに伴い,これらの近代的企
業では若年工や女子に適した単純労働が拡大した反面,高年熟練労働者の必要性が少なくなり,雇用需要が
若年労働力にかたよる傾向が強まつているからである。

もちろん,以上のような中高年令層の立ち遅れも,経済の発展とそれに伴う雇用需要の増大,労働力の不足の
実情を考慮すれば,徐々にではあるが改善の方向に進むことが予想される。前述のように,学卒労働力不足
は今後もあまり緩和は期待できないであろうから,学卒や若年層の不足を契機として中高年令層の就職条
件も次第に改善されてくると思われる。また,初任給や若年層の賃金の上昇がつづくと,若年層の相対的な
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低賃金が企業に与える有利な条件も次第に失われてくるであろうから,その面からも中高年令層の改善が
促進されるであろう。

しかし,産業が急速に発展しつつある過程で中高年令層の改善が過渡的に立ち遅れる状態がなおしばらく
つづくことは否定できないし,ここしばらくの動向としてはむしろこれを強める条件もでてきている。そ
の一つは人口構,成の老令化による影響で,高年令人口は今後ますます増大する傾向がみられる点である。
しかも,これらの中高年令層が非労働力化する条件は少なく,生活水準の向上に伴う消費欲望の増大や,進学
率の上昇傾向に伴う教育費負担の増加,各種社会保障制度給付の不充分なことなどのためにその引退が促
進されることはさしあたりあまり期待できない。

第2は,上のことと関連して,大企業からの離職者が今後増大する可能性がある点である。大企業では,戦後
の混乱期に急増した復員層,中途採用者の多くが定年に達しはじめる時期に差しかかつている。1,000人以
上の大企業の労働者について,29年,35年の年令構成を比較してみると,高年令層の占める割合がかなり高
まる傾向示している。これら今後増大するであろう離職者の多くが,近代化からとり残された分野に吸収
され,沈澱する可能性があるし,また就業の機会が得られないまま顕在失業化する層も少なくないと思われ
る。失業保険金受給者のうち,中高年令層の占める割合は,この数年間一貫して高まつているが,こうした傾
向は一段と強まつてゆくと考えられる。

以上のように,中高年令層の就業動向については,産業の近代化の過程で,問題の重要性が急速に高まりつつ
あり,その解決のための諸施策の樹立を早急に迫られている時期にあるといえよう。
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5   むすび

経済の高い成長と産業構造の変化によつて,ここ数年の労働経済には戦後みられなかつた新しい基調があ
らわれていたが,35年には,これがさらに強まつた形ですすんだ。労働経済は,この年ひきつづく高いテンポ
での経済拡大を背景に,水準としても一段と高まるとともに,構造的にも,生産性が高く労働条件もよりよい
分野の雇用がふえ,規模別の賃金格差が縮小し,低賃金労働者層の賃金,所得が上昇するなど,近代化への一
層の前進がみられた。雇用の面では,これまでの労働力の「過剰」の問題のかげかうすれて,技術者,技能労
働者の不足,中小企業の求人難や労働力の引き抜きなどが大きな問題になり,また,サービ不業や中小企業の
一部における賃金コストの上昇を契機に,価格体系の再編の問題がクローズ,アップされるようになつてき
た。

もちろん,「岩戸景気」以降急激に表面化した労働経済のこのような変化については,第1に,経済が戦後は
じめて3年にわたる息の長い好況をつづけ,いわば繁栄の効果が累積されていたこと,経済の成長率も大幅
な設備投資の増加によってひきつづき高水準を維持し,一方労働力の供給面においては,新規雇用の主要な
給源である新規学校卒業者の数が戦争の影響で35～36年はちょうど減る時期に当つたこと,などのかなり
特殊な要因があるので,必ずしもこうした傾向が今後も同じようにつづくとは考えられない。今後数年は
新規学卒も増加するし,この時期に経済成長が大幅に鈍化すれば,このような傾向もかなり変る可能性もあ
る。しかし,もはや戦後段階が終つたとされた昭和30年当時とくらべて,鉱工業の生産水準が2倍半,常用労
働者30人以上の事業所の労働者数が6割増というように経済の規模がーまわり大きくなつている現在の状
態から考えると,経済がひきつづき安定した成長を持続するかぎり,今後も労働力の需給の傾向はそう変ら
ないとみてよかろう。

わが国では,これまで労働力の豊富なことが特徴とされ,これが経済の高い成長と摩擦なき拡大を可能にし
たといわれたが,もともと過剰労働力は欧米諸国のように遊休化した顕在失業として存在しているわけで
はない。したがつて,経済規模が拡大して労働需要が年々の増加労働力人口を上回って増加するようにな
れば,いずれかの就業分野で労働力の減少が起るのは当然である。労働条件の低い都市の零細経営などで
は,すでにこれまでも好況期には常に求人難の傾向があらわれていた。岩戸景気以降には,この現象が労働
需要の増大によつてさらに普遍化し,より上層の中小企業や大,中企業の臨時工にまでこれが波及するよう
になつたにすぎない。二重構造のいわゆる底辺に近い分野では,労働力の流出と充足難が起つて労働者数
が減るようになり,生産性を引き上げて賃金水準を高めうる企業だけが発展しうるような条件が強まつて
きたのである。したがつて,今後上述のような拡大した経済規模の上にさらに労働需要が増大すれば,35年
にみられたこのような傾向は一層促進されることは明らかで,経済の安定した成長とともに労働経済の構
造的変化はひきつづきかなりのテンポで進むことになるであろう。

労働経済のこのような変化を考えると,今後の労働政策についても,基本的には,こうした労働経済の構造的
変化の方向に即応し,これに逆行するような要因を除去することに重点がおかれなげればならないように
なつてきていると思われる。産業に後進的分野が広汎に存在し,賃金その他の労働条件に著しい格差が存
在するような事態は,単に社会的公平の面から許容できないものであるだけでなく,経済的にも,労働能率の
向上を阻害し,国民経済全体としての生産性向上の阻止要因になる。とくに最近のように産業の高度化が
進み,経済の水準が高まつてくると,このような構造的特色の存在は生産性の改善を阻み,国際競争力の一層
の強化に対するマイナス要因になつてきて,経済の持続的な成長のブレーキになる可能性をもつてくるか
らである。したがつて,今後は経済の二重構造を是正するため,中小企業の経済力を強め,その近代化を促進
することを目的とした経済政策や協同化の推進等が重点的に一層強化されると同時に,これと平行して中
小企業の労務管理改善のための指導や,退職金共済制度・共同住宅,共同炊事その他の中小企業福祉政策が
強力に推進されることが要請される。労働条件格差の縮小傾向を阻害する要因を排除し,賃金構造の近代
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化を促進するために最低賃金制の飛躍的な普及をはかり,またその水準を漸次高めていくことも,労働基準
法の最低労働条件の確保とならんで重視されなければならない。とくにわが国では,昨年の分析でものべ
たように雇用構造の近代化があととりの減少というなしくずし的な形で行われるので,これらの残存する
前期的な経営と,雇用の改善がおくれでいる老令労働者や主婦労働などのいわゆる限界労働力とが結び合
う傾向が強い。これらの層が極端に低い賃金や手間賃で競争関係に入ることをふせぐために,家内労働に
ついても早急な対策の実施がのぞまれる。

一方また経済が必要とする分野に労働力を円滑に供給し,これによつて労働経済の近代化を一層促進する
ために,職業紹介機関の充実や勤労者住宅の計画的建設,転職訓練の拡充ならびに訓練期間中の生活保障措
置などの流動化促進政策が一段と強化される必要がある。最近の技能労働者や技術者の不足については,
経済の急速な拡大,産業の重工業化による面が大きいが,技能者の養成や再訓練についても,上述のような経
済の構造変化を促進する方向に沿つた重点的な拡充強化が要請されるといえよう。

と同時に,またこのような労働経済の構造的変化の過程では,過渡的に多くの問題が発生するのを避けるこ
とができないので,これらの摩擦的現象をできるだけ少なくするような考慮がとくに強調されなければな
らない。この点で,投資が無計画に行われるために産業が特定の地域に集中したり,設備投資が一定の時期
に集中して,景気変動の幅を大きくしたりすることは避けるべきで,逆に労働力の地域的不均衡を是正する
ため,産業の地方分散を進め,時期的にも安定した拡大が持続されるような方向にこれが調整されることが
必要であろう。一方また,このような過程で発生した労働力需給の地域的不均衡や中高年令層の失業等の
問題については,積極的に救済政策を講ずるとともに前述の職業訓練,再訓練施設の拡充や労働力の流動性
を高める政策などを実施することによつて,これを産業に役立ててゆくことが重要である。就職の比較的
困難な中高年令層については,社会保障制度の充実も必要だが,企業が従来の慣行を改めて,この層にもつと
職場を開くようにすることがのぞまれ,そのためには現行の年功賃金体系や定年,退職金制度なども徐々に
再検討を要する段階にきているといえよう。

最近の日本の労働経済は,一方でいわゆる中進国から先進国への成熟に伴う急激な構造変化の過程にある
と同時に,これと平行して米国や西欧諸国で大きな問題になつているオートメーションその他技術革新の
進展にともなう変化の渦中にもある。貿易の自由化はいよいよ本格的な実施の段階に入ろうとしていて,
それがもたらす労働面における変化も小さいものではなさそうだ。労働経済はいわばいろいろな面で大
きな構造変化の過程にあるといえ,これに対する慎重な配慮と適切な対策が強く要請されている。
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